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国民の多くには、「介護をしてくれる人なら誰でもよい」という認識が広がっています。
その結果、「介護は誰でもできる仕事」という印象が定着し、
介護職の社会的評価を引き下げる要因となっています。

こうした状況は、介護という職業の魅力や訴求力を損なう結果を招いています。
しかし実際には、介護は高度な専門性と人間的力量を要する仕事です。
その社会的価値をいかに正しく伝え、処遇に反映させるかが課題です。

その際、カギを握るのは、介護分野で唯一の国家資格である介護福祉士の資格であり、
この資格を有効に活かした制度設計を進めることが重要です。

そのうえで、次のような対策が必要と考えています。
- 介護福祉の専門性を正しく評価する仕組みの導入
- キャリアパスの明確化と成長の「見える化」

介護人材確保のための基本的な考え方
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○ 介護初任者だけでは、適切な介護サービスを提供することはできない

・ 人材不足対策として、新規参入の促進ばかりが取り上げられている印象がある
・ 介護サービスは、介護職のチームで提供するものであり、中核的な役割を担う介護福祉士がいなければ、適切
な介護を提供することはできない

・ 人材確保策は、介護現場を適切に機能させるために必要な人材として、どのような人材をどれだけ確保するの
かを定めたうえで、具体的な計画をもって対応する必要がある

・ リーダーとしての役割・機能を担う経験や知見を有さないまま、リーダーとして登用することは、その者をバーン
アウトさせてしまう懸念も生じさせることになる

介護職チーム

リーダー

実践者 実践者

初任者
実践者 初任者 初任者

実践者 新規参入だけに注力してもダメ

チームを適切に機能させるため
各層の必要人数を定め
具体的な計画をもって
介護人材を確保すべき
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○ 介護福祉士が担う中核的な役割・機能を正しく評価すべき

・ 介護福祉士には、介護現場で、多くの中核的な役割・機能を担うことが期待されている
・ しかし、介護福祉士に期待する役割・機能の整理も十分になされていない実態もあり、例えば、介護保険制度
上では、体制加算でしか報酬上の評価はなく、中核的な役割を担う人材としての配置要件も一部（訪問介護サー
ビスにおけるサービス提供責任者の任意要件）に極めて薄いのが実態である

・ 介護現場における中核的な役割・機能の整理をしたうえで、その役割・機能を担う人材の配置を制度上位置付
けるとともに、役割や責任、負荷に見合った処遇を保障すべき

【中核的な役割を担う介護福祉士に求められる役割・機能（例）】
－ 介護福祉専門職としての倫理観・コンプライアンス意識
－ 高度な知識・技術を有する介護の実践力
－ チームマネジメント（スタッフの役割分担、連携促進、日々の業務調整）
－ リーダーシップ（チームの方向性を示す、模範となる、メンバーの動機づけを図る）
－ コミュニケーション・対人関係能力（スタッフ間の信頼構築）
－ 利用者毎の介護過程の展開（個別介護計画の作成・実施・評価のリード）
－ 多様な人材への指導・教育（未経験者や短時間労働者へのＯＪＴ・教育）
－ 労務管理・シフト調整（人員配置の最適化、働きやすい勤務体制の確保）
－ 生産性向上における業務改善マネジメント（業務効率化、ＩＣＴ導入） など
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○ 介護福祉士を虐待防止・身体拘束廃止のリーダーとして位置づけるべき

・ 介護福祉専門職としての倫理観・コンプライアンス意識は、介護サービスを提供する人材として必須の要件である
・ 介護福祉士資格は、この介護福祉専門職としての倫理観・コンプライアンス意識を基盤として、専門的知識・技術
を有する人材であることを証するものであり、だからこそ、介護福祉士を、介護福祉専門職の基礎資格として制度
上位置付けるべき

・ 養介護施設従事者等による虐待件数は増加傾向にあり、配置基準上においては、介護福祉士を、倫理・法令遵
守の担保、虐待防止、身体拘束廃止への責任を担うリーダーとして位置づけ、虐待や身体拘束の防止廃止の道筋
を明らかにすべき

令和５年度「高齢者虐待の防
止、高齢者の養護者に対する
支援等に関する法律」に基づく
対応状況等に関する調査結果
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学習領域（共通）
介護福祉士養成課程

（参考：厚労省「養成施設カリキュラム等」）
認知症介護実践者研修

（厚労省「認知症介護研修ガイドライン」）
参考

認知症の理解
「認知症の理解」科目（45時間程度）で中核症状・
BPSD・疾患別特徴を学習

「認知症の基礎理解」で同様に症状理解、疾
患別対応を学習

中核症状・BPSD・疾患分類な
どが重複

認知症ケアの実践
「介護の基本」「介護過程」「生活支援技術」で基本
的対応（声かけ・環境整備・観察など）を習得

「認知症の人の介護における基本的態度・姿
勢」「日常生活支援の方法」等で同様に学習

声かけ・環境設定・関係づくり
など実践スキルなどが重複

倫理・人権擁護
「人間の尊厳と自立」「介護の基本」において、認知
症の人の権利擁護・尊厳保持を学ぶ

「認知症の人の尊厳の保持と自立支援」など
で同様の内容あり

倫理的態度の基礎形成など
が重複

研修等間の内容の重なり（例）

○ 介護職としてキャリアアップする道筋を明示すべき

・ 介護業界共通の介護人材の生涯研修体系がなく、役割を担ううえで必要とされる経験値や学習が担保されない
まま、その役割を課されることで、バーンアウトしてしまう例が後を絶たない

・ 安心してキャリア形成できる道筋がないことが、人材定着や新規参入の阻害要因のひとつになっている
・ また、介護業界には、法定研修のほか、職能団体や事業者団体等による各種の研修等があるが、それぞれの
研修等の内容に重なりがあるなど、非効率がある

・ 現在、政府が示している介護職員の「山脈型」キャリアモデルの考え方を踏まえながら、介護業界共通の生涯
研修体系を整備するとともに、学びの積み重ねの履歴の可視化と記録が可能な仕組みを構築すべき
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○ 介護福祉士の資格を真に信頼できる仕組みとすること

・ 資格制度の適正化を図り、信頼を得るための一元化は、約１８年経過した今も、完全実施に至っていない
・ 介護福祉士資格が、試験に合格しなくても取得できる資格という評価になっている
・ このことが、国民の信頼や社会的評価、そして有資格者の誇りを損なわせている
・ 人材確保にも負の影響を与えるものであり、介護分野の国家資格である介護福祉士の資格取得方法の一元化
を完全施行させるべき
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この記事は広く拡散

記事掲載４日経過の19時現在
・ライブドア＝750万回の視聴
・ヤフー＝25万回の視聴

～コメント～
・国家資格の意味ってなに
・必死に試験を受けて、超えてきた人たちはなに
・国が下駄を履かせてどうかと思う
・介護福祉士って資格いらないのでは
・介護福祉士資格の価値が下がる
・真面目に勉強する意味がない
・信用できない
・もはや資格ではない
・福祉職を軽く見ている

など

国民の介護に対する信頼を損なわせかねないこの仕組みは、適正化させるべき

https://www.yomiuri.co.jp/national/20250612-OYT1T50041/
https://x.com/livedoornews/status/1933048332462784515
https://x.com/YahooNewsTopics/status/1933000051581988885?t=1DFz78J6bLN9vUmAVnPrGQ&s=19
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○ 地域住民の多様な課題に介護福祉士の専門性を活用すべき

・ 地域住民には介護福祉にまつわる多様な課題（介護サービス、介護技術、権利擁護等）があるが、その際、介
護福祉士の専門性は極めて有効である

・ 発災時には、避難所や施設・事業所において介護福祉のニーズが生まれるが、その際にも、介護福祉士の専
門性は有効である

・ 地域には、退職等で、現任ではない介護福祉士が多く存在することが想定され、この潜在介護福祉士に、その
人のペースで、その人らしく、できる範囲で、専門性を発揮できる仕組みを構築することも考えられる



10

現在の介護職は、他産業と比較して、処遇やキャリア形成、社会的評価の面で魅力に優位性があるとはいえず、人材
の確保・定着が困難な状況にあります。
これまで、長らく、人材不足への対応は断片的に行われてきたが、私たちは、そういった対症療法的な対応から脱却し、

介護職の全体像を再定義する包括的な政策展開を進めるべきです。

ご清聴ありがとうございました
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